
   加古川市医療の助成に関する特例を定める要綱 

平成17年３月７日（市民部長 決定） 

平成22年６月17日（市民部長 決定） 

 平成24年６月29日（市民部長 決定） 

平成26年６月16日（市民部長 決定） 

平成27年７月23日（市民部長 決定） 

平成29年７月22日（市民部長 決定） 

平成31年３月26日（市民部長 決定） 

令和２年１月15日（市民部長 決定） 

令和３年２月26日（市民部長 決定） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、加古川市医療の助成に関する条例（昭和46年条例第26号。以下

「条例」という。）第３条第２項及び第４条第５項の規定に基づき、「市長が特別

の理由があると認めるとき」の医療の助成（以下「特例助成」という。）に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

 （用語の定義） 

第１条の２ この要綱において使用する用語の意義は、条例の例によるほか、次項か

ら第６項までに定めるところによる。 

２ 「所得判定対象者」とは、条例別表第１右欄（以下「右欄」という。）において、

所得等による要件の判定対象となっている者をいう。 

３ 「基準生活費」とは、特例助成が行われる月の属する年（特例助成が行われる月

が１月から６月までの間にあっては、前年）の４月１日現在の生活保護法（昭和25

年法律第 144号）による保護の基準（昭和38年厚生省告示第 158号）別表第１の第

１章１(１)ア(ア)に規定する１級地‐１の基準生活費の第１類及び第２類の合計額

で加算額を含まない額に１０００分の１１５５（２０１９年６月３０日までについ

ては１０分の１１、２０１９年７月１日から２０２０年６月３０日までの間につい

ては８８５分の９９０、２０２０年７月１日から２０２１年６月３０日までの間に

ついては８７０分の９９０とする。）を乗じた額をいう。 



４ 「失業」とは、離職の日以前１年間に雇用保険被保険者期間が６か月以上あり、

労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業につくことができない状態である

ことをいう。 

５ 「失業等」とは、次に掲げる事由を除く失業、廃業、休業その他これらに類する

状態にあることをいう。 

 (1) 転職、就学、結婚及び家事従事等を目的とした自発的失業又は事業の廃止、休

 止 

 (2) 一定の年齢に到達したことを事由とする雇用期間の満了 

 (3) 契約期間の終了 

 (4) 自己の責めに帰すべき理由による解雇 

 (5) 重篤な疾病等により６か月以上にわたって再開する見込みがない場合を除いた

  事業の再開を前提とした一時的な事業の廃止及び休止 

 (6) 前各号までの事由に類する事由 

６ 「所得要件」とは、右欄の規定をいう。 

 （特例助成の要件） 

第２条 次の各号に掲げるいずれかの事由により深刻な経済的被害を受け、対象者が

負担すべき額（以下「一部負担金」という。）を支払うことが困難となった場合に

おいて、市長は、当該一部負担金を全額助成することができる。 

 (1) すべての所得判定対象者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害（

以下「災害等」という。）により、住宅、宅地又はその他の財産について大規模

半壊以上の損害を受けたとき 

 (2) 所得判定対象者のうち、主たる生計維持者が、災害等により、死亡したとき又

は重度の障害者となったとき 

 (3) 所得判定対象者のうち、主たる生計維持者について、災害等又は干ばつ若しく

は冷害若しくは凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する事由により、

事由発生後１年間の推計合計所得の12分の１の額が基準生活費に 100分の 135を

乗じた額以下に減少したとき 

 (4) 所得判定対象者のうち、主たる生計維持者について、失業等により、事由発生



後１年間の推計合計所得の12分の１の額が基準生活費に 100分の 135を乗じた額

以下に減少し、かつ、所得判定対象者が次のすべての要件を満たすとき 

  ア すべての所得判定対象者に係る事由発生後１年間の収入（非課税所得及び仕

 送り等を含む。）の合計額が 100万円以下であること。ただし、所得判定対象

 者が２人以上の場合にあっては、 100万円と当該所得判定対象者の人数から１

 人を控除した人数に35万円を乗じて得た額を合算した額以下とする。 

  イ すべての所得判定対象者が有する現金及び預貯金が、次の(ｱ)～(ｲ)のいずれ

かに相当する収入の額未満であること 

   (ｱ)所得要件に規定する所得の額 

   (ｲ)所得要件に規定する税額から推計する所得の額 

 (5) 前各号の事由に類する事由があったとき 

２ 市長は、所得要件に該当しない者であって、条例別表第１左欄の要件を満たす者

が、失業等により、現年の推計所得の額及びその所得から算定される税額が、所得

要件に規定する所得の額又は税額を満たす場合においては、条例第３条の対象者と

みなし、条例第４条に規定する助成の範囲において助成を行うことができる。この

場合において、現年の推計所得とは、当該年の１月から事由発生までの収入と事由

発生後１か月の収入に残存月を乗じて得た額を合算した額について、前年の所得の

計算の例により算定した額をいう。 

３ 前２項の規定に該当する場合であっても、国民健康保険で減免が行われている場

合は、減免が行われている範囲において、一部負担金の特例助成を行わないものと

する。 

 （特例助成の申請） 

第３条 前条第１項に規定する特例助成を受けようとする者は、同項各号に掲げる事

由に該当したことを明らかにできる書類を添えて、福祉医療一部負担金免除申請書

（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前条第２項に規定する特例助成の申請は、同項に該当したことを明らかにできる

書類を添えて、加古川市医療の助成に関する条例施行規則（昭和46年規則第23号。

以下「規則」という。）第２条第１項に定める医療費助成申請書を市長に提出しな



ければならない。 

 （特例助成に係る証明書等） 

第４条 市長は、第２条に該当する者（以下「認定者」という。）と認めたときは規

則第３条第１項に定める受給者証を認定者に交付するものとする。ただし、国民健

康保険で一部負担金の減額が行われている場合は、受給者証を交付することなく認

定者に支払うことにより、特例助成を行うものとする。 

 （特例助成の期間） 

第５条 特例助成の期間は、第２条に規定する要件に該当することとなった日の属す

る月の初日から６か月を超えない日までの間とする。ただし、同一の事由に基づき

、再度特例助成の認定をすることはできないものとする。 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず、第２条第２項の規定に該当する者で、同項の

規定に該当する原因となった事由が、新型コロナウイルス感染症の影響によるもの

と認められる場合は、特例助成の認定をすることができる。この場合において、助

成の対象の期間は、前項で定めた受給者証の有効期間の末日の属する月の翌月の初

日から６か月を超えない日までとし、第２条第２項に規定する現年の推計所得の算

出については、「事由発生」を「前項の特例助成の期間で定めた受給者証の有効期間

の末日の属する月の翌月の初日」とする。 

３ 前２項に規定する期間が６月30日を超えるときは、受給者証の有効期間の末日を

６月30日とし、７月１日から翌年６月30日までに係る医療費の助成については、所

得要件に該当しないこととなる場合の７月１日以降の受給者証における有効期間の

末日を、特例助成の期間の残存期間の終了する日とする。 

 （特例助成の特例） 

第６条 市長は、特例助成の資格を有することとなった日から特例助成の決定日まで

の間等において既に認定者が支払った一部負担金があるときは、認定者に支払うこ

とにより、特例助成を行うものとする。 

 （特例助成の取消し） 

第７条 受給者証の交付を受けた者が、その後の事情の変更により第２条に規定する

要件に該当しなくなったときは、市長は、特例助成の決定を取消し、当該受給者証



を返還させることとする。 

 （特例助成費の返還） 

第８条 偽りの申請その他不正の行為によって、この要綱による特例助成を受けた者

があるときは、市長は、申請時に遡って決定を取消し、受給者証を返還させるとと

もに、当該特例助成を受けた額を返還させることができる。 

 （補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成17年７月１日から施行する。 

２ 平成17年６月30日以前に生じた事由については、なお従前の例による。 

 （基準生活費の額の算定の特例） 

３ 第１条の２第３項に規定する基準生活費については、平成26年７月１日から平成 

27年６月30日までの間、同項の規定にかかわらず、同項中「含まない額」とあるの

は「含まない額に28分の30を乗じた額」とする。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成22年７月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の加古川市医療の助成に関する特例を定める要綱（以下「新

 要綱」という。）の規定は、平成21年８月９日（以下「適用日」という。）以後に

 生じた事由について適用し、同日前に生じた事由については、なお従前の例による。 

３ 新要綱第２条に規定する特例助成の対象となる者の要件については、適用日から

 施行日までの間、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、同条に

 規定する要件を満たす者を除く。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成24年７月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 



附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成26年７月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の加古川市医療の助成に関する特例を定める要綱の規定

は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行わ

れた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成27年７月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の加古川市医療の助成に関する特例を定める要綱の規定は

、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われ

た医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成29年７月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の加古川市医療の助成に関する特例を定める要綱の規定は、

施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医

療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成31年７月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の加古川市医療の助成に関する特例を定める要綱の規定は、

施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医

療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和２年７月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の加古川市医療の助成に関する特例を定める要綱の規定は、

施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医

療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和３年３月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の加古川市医療の助成に関する特例を定める要綱の規定は、

施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医

療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 

 


